
様式第８号（第７条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ８日

毛呂山町議会議長

　

様

　

　　　　　　
審査結果報告書

令和７年１０月 １４日付で審査請求のあった件について、 毛呂山町議会議員政

治倫理条例第９条の規定により、 次のとおり報告します。
審査請求の対象とな

る議員の氏名
高橋達夫議員

審査請求の対象とな

る事由の該当条項

毛呂山町議会議員政治倫理条例（第４条第１号及び第５条

第１項、 ４項、 ５項）

審査請求の対象とな

る事由の内容

毛呂山町議会議員政治倫理条例では、議員は、町民全体

の代表者として、 その職務に関して不正の疑惑を持たれ

る恐れのある行為をしないこと、 そして、 議員や２親等

以内の親族が経営する企業は、町民に疑惑を持たれない

よう、 町等との請負契約等を辞退しなければならないと

定め、 関係議員は、 町民に疑惑の念を生じさせることの

ないよう、 責任をもって、 関係する議員関係企業に辞退

届を提出させる努力を尽くさなければならないと定めて

いる。 しかし、 高橋達夫議員は、 常に公正不偏の態度で

あるべき議会選出監査委員の立場にありながら、 町条例

に従わず、 辞退届の提出に向けた行動を怠り、 消極的態

度に終始している。 また、 高橋達夫議員の親族が経営す

る企業は

　

政治倫理条例施行以来、 今日に至るまで、 請

負契約等の辞退届が提出されていない。 また、 令和５年

度から令和７年度途中までの間に契約額１０万円以上の

業務契約として、高齢者支援課及び保健センターが発注

する計５件の印刷製本業務費計１， ７２ ４， ０８ ０円に

ついて町との契約を行い、 さらに、 令和６年度に毛呂山

町教育委員会が発行する越生班第３・４学年社会科副読

本を１， ２４ ０， ７ ６５－円で越生班社会科副読本改定委



員会から受注した。

審

　

査

　

結

　

果 （審査会の結論）

高橋達夫議員が議員関係企業である永高印刷株式会社

に対し辞退届の提出を促さなかったことは、 毛呂山町議

会議員政治倫理条例第４条第１号及び第５条の規定に反

しており、 不当である。

（審査の経緯等及び結論に至る理由）

別紙のとおり
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（別紙） 

審査の経緯等及び結論に至る理由 

                                 

第１ 毛呂山町政治倫理審査会（以下「当審査会」という。）は、令和７年１１

月６日付で議長から同年１０月１４日付審査請求についての審査の付託があっ

たため、毛呂山町議会議員政治倫理条例（以下「本条例」という。）第９条に

基づき、調査、審議した。 

  審査の経緯等及び審査結果の結論に至る理由は、以下のとおりである。  

 

第２ 審査の経緯等 

 １ 審査請求の経緯 

 （１）令和７年１０月１４日、本条例第７条第１項に基づき、審査請求代表者

から議長に対し、審査請求書が提出された。 

 （２）令和７年１０月２４日、議長は、本条例第８条第１項に基づき、当審査

会を設置し、同条第２項に基づき審査会設置通知を審査請求代表者及び審

査対象議員に送付した。 

 ２ 審査請求の概要 

   審査請求者が審査請求書において述べる審査請求の概要については次のと

おりである。 

永高印刷株式会社（以下「永高印刷」という。）は、毛呂山町議会議員で

ある髙橋達夫氏（以下「審査対象議員」という。）の２親等以内の親族が経

営者である企業と思われる。 

同社は、令和５年度から令和７年度の毛呂山町保健センター又は毛呂山町

高齢者支援課発注の請負業務について随意契約又は指名競争入札により契約

をした事実があると思われる。また、毛呂山町が負担金を支出する越生班社

会科副読本改定委員会発注の請負業務について契約した事実があると思われ

る。 

したがって、審査対象議員について本条例第４条第１号及び第５条に反す

る行為があるのではないか。 

 ３ 審査の経過 

 （１）第１回審査会 令和７年１１月６日  

審査請求書の内容の審査、審査対象議員及び関係機関等への資料提出
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依頼。 

 （２）第２回審査会 令和７年１１月２８日  

審査対象議員から提出された当審査会からの質問に対する回答文書の

審査。 

 （３）第３回審査会 令和７年１２月９日  

審査対象議員からの聴取。 

 （４）第４回審査会 令和７年１２月２３日 

     議長への報告内容の検討。 

 （５）第５回審査会 令和８年１月２８日 

     議長への報告内容の検討及び審査結果報告書作成。 

 

第３ 審査結果の結論に至る理由 

１ 審査会として確認した事実 

審査請求書添付資料、審査対象議員からの回答文書、審査対象議員からの

聴取により審査会として確認した事実は以下のとおりである。 

 （１）永高印刷の代表取締役髙橋輝行氏は、審査対象議員の長男である。  

    また、同社取締役の髙橋満子氏は審査対象議員の妻である。 

    さらに、同社取締役の堀口佳子氏及び同社監査役の安田里佳氏も審査対

象議員の子である。 

（２）永高印刷は、毛呂山町に対して、令和５・６年度ないし７・８年度の請

負等競争入札参加資格審査申請を提出した。 

（３）永高印刷は、本条例施行以降、町等が発注した以下の契約について随意

契約又は指名競争入札等による受注をしている。 

ア 令和５年８月２１日付毛呂山町保健センター発注の随意契約として、

高齢者インフルエンザ予防接種予診票印刷業務の請負契約（契約額１４

６，３００円） 

イ 令和６年６月２５日付毛呂山町保健センター発注の随意契約として、

高齢者インフルエンザ予防接種予診票印刷業務の請負契約（契約額１５

４，８８０円） 

ウ 令和６年８月９日付毛呂山町保健センター発注の随意契約として、新

型コロナウイルス感染症予防接種予診票印刷業務の請負契約（契約額１

５４，０００円） 
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エ 令和７年５月３０日付毛呂山町高齢者支援課発注の指名競争入札によ

る単価契約として、認知症ケアパスガイドブック印刷業務の請負契約（契

約額１部７４円、請負総額９６２，０００円） 

オ 令和７年６月１３日付毛呂山町保健センター発注の随意契約として、

令和７年度予防接種予診票印刷業務の請負契約（契約額３０６，９００

円） 

カ 令和７年２月下旬頃、毛呂山町及び越生町が負担行為を行った越生班

社会科副読本改定委員会発注の契約として、越生班社会科副読本印刷業

務の請負契約（契約額１，６４０，１００円）。なお、同契約について、

毛呂山町は令和７年２月１７日に１，２４０，７６５円の負担金を支出

した。 

（４）審査対象議員は、平成２６年１２月５日の本条例が成立時においても毛

呂山町議会議員であった。そして、本条例が施行された平成２７年４月２

６日及び平成３１年４月２６日、令和５年４月２６日のそれぞれの任期開

始日から３０日以内において、また、それ以降も現在に至るまで、永高印

刷から審査対象議員を通じて辞退届が提出された事実はない。  

（５）審査対象議員は、令和５年５月９日から毛呂山町の監査委員である。  

（６）審査対象議員からは、概ね以下のような趣旨の発言があった。  

審査対象議員は、平成２７年に町長が本条例に関係する業者を指名しな

いよう通達しているので、永高印刷に対する指名はないと思っていたため、

同社が町等から請負をしている事実を知らなかった。 

そして、令和５年に本条例の改正があり、本条例第５条第１項ただし書

きによって、各会計年度において支払いを受ける請負の総額が３００万円

を超えない場合は除外された。したがって、本件審査請求があった現在は

永高印刷が町等から請負をしていると知っているが、永高印刷には辞退届

を提出する義務はない。また、今後も審査対象議員から永高印刷に対して

辞退届の提出を促す意思はない。 

 ２ 審査会の判断               

 （１）本条例第５条違反について 

   ア まず、本条例第５条第１項及び第３項は、議員関係企業に対して辞退

届提出の義務を規定している。 

     本件で、永高印刷は、審査対象議員の子である髙橋輝行氏が代表取締
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役であり、妻及び子が取締役又は監査役である企業であるから、「議員

の配偶者若しくは２親等以内の親族」すなわち「議員関係者」が経営し

ている企業であり、「議員関係企業」に該当する。 

   イ 次に、本条例第５条第３項及び第４項の規定により、議員関係企業は

関係する議員を通じて議員の任期開始の日から３０日以内に議長へ辞退

届を提出することになっている。 

したがって、本件で永高印刷は、審査対象議員を通じて、各任期開始

の日から３０日以内に辞退届を提出すべきであった。 

しかし、本件では永高印刷は各期日までに辞退届を提出しなかった。  

しかも、議員関係企業は、令和５年８月以降も上述の第３の１（３）

のアないしカ記載のとおり実際に毛呂山町保健センター、毛呂山町高齢

者支援課、越生班社会科副読本改定委員会から請負契約の受注をしてい

る。 

   ウ そして、本条例第５条第５項は、議員は、町民に疑惑の念を生じさせ

ることのないよう、責任をもって、関係する議員関係企業に辞退届を提

出させる努力を尽くさなければならないとしている。 

本件において永高印刷が上記期限までに辞退届を提出していないこと

は、関係する議員である審査対象議員は当然承知していることである。

しかるに、審査対象議員は永高印刷に対して辞退届提出を促した事実は

認められない。 

したがって、審査対象議員には、任期開始の日である令和５年４月２

６日から３０日以内に辞退届を提出させる努力をしなかったという本条

例第５条第５項の違反がある。 

   エ この点、審査対象議員は、同人が永高印刷に辞退届を促さなかった理

由として、平成２７年に町長が本条例に関係する業者を指名しないよう

通達しているので、永高印刷に対する指名はないと思っていた旨を主張

する。 

     確かに、平成２７年３月１６日及び同年６月２３日付町長から各課長

への通知は、本条例の趣旨を尊重する旨の内容であったところ、指名業

者の選定において辞退届の提出がない議員関係企業と思われる企業につ

いての自粛が生じたことはある。 

     しかし、かかる自粛をしないように、平成２８年８月１０日に審査対
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象議員も出席した議会全員協議会において、前年の通知を廃止する説明

が行われ、同年９月２８日付町長から各課長への通知によって前記２つ

の通知は廃止された。さらに、審査対象議員は、平成２９年１２月５日

の議会定例会において、本条例について一般質問を行い、その答弁とし

て小川賢三管財課長が平成２７年の通知を廃止する通知をしたことにつ

いても述べている。 

     したがって、審査対象議員において永高印刷が辞退届を提出していな

いにもかかわらず指名されないと思っていたという主張は不可解である。 

   オ また、審査対象議員は、本条例第５条第１項は、令和５年１２月１３

日にただし書きについて改正され、同年１２月１３日から施行されたこ

とをもって、辞退届の提出を促す必要はないと主張する。 

     この点、令和５年の改正では、本条例第５条第１項について「ただし、

各会計年度において支払を受ける請負及び指定管理者の指定に係る対価

の総額が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１２１条の２

で定める額を超えないとき並びに災害等特別な理由があるときは、この

限りでない。」と規定されている。また、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１２１条の２は、「地方自治法第九十二条の二に規

定する政令で定める額は、三百万円とする。」と規定されている。した

がって、本条例第５条第１項ただし書きの記載の「地方自治法施行令（

昭和２２年政令第１６号）第１２１条の２で定める額」は三百万円であ

る。そして、本件において、永高印刷の各会計年度の請負契約の総額は、

いずれも３００万円に満たない。 

     しかし、審査対象議員は、本条例改正前の令和５年５月２６日までに

永高印刷に対して辞退届を提出させる努力をしなければならなかったの

であり、その後に本条例の改正があったとしても、審査対象議員が本条

例第５条第５項に違反した事実が遡って適法になることはない。  

   カ よって、審査対象議員が、永高印刷に辞退届の提出させる努力を尽く

さなかった消極的態度は本条例第５条第５項に違反する。 

（２）本条例第４条第１号違反について 

   ア 本条例第４条第１号は、議員の政治倫理基準として、その職務に関し

て「不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」を規定して

いる。 
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イ まず、永高印刷は、昭和４２年８月１２日に審査対象議員の父を代表

取締役として設立し、審査対象議員自身もその後に取締役として経営に

参画し、平成元年９月２０日から平成７年８月２９日まで代表取締役を

務めた会社である。そして、過去及び現在の永高印刷の経営者は全員が

審査対象議員の配偶者又は２親等以内の親族である。 

しかも、審査対象議員は永高印刷の本店所在地である事務所にほぼ毎

日訪れていると発言している。そして、審査対象議員は、髙橋輝行氏と

１０日に１度くらいは顔を合わせていると認めており、審査対象議員の

永高印刷との関係性は非常に深い。 

   ウ そして、審査対象議員は、令和５年４月２６日から３０日以内に永高

印刷に対して辞退届を提出させる努力をしない本条例第５条第５項違反

があった後も、一貫して永高印刷に辞退届の提出を促していない。  

     なお、令和５年の本条例第５条第１項ただし書き改正時の議員に対す

る説明としては、法第９２条の２における地方議員の兼業禁止が改正さ

れたことに伴うものということであった。そして、審査対象議員が出席

していた令和５年１１月１４日の全員協議会において、当該ただし書き

追加の趣旨は、議員個人による請負に関する緩和にすぎないことが説明

されていたという事情もある。 

  エ そして、平成２６年１２月５日、審査対象議員も出席した当時の毛呂

山町議会において本条例は成立した。 

にもかかわらず、本条例が施行された平成２７年４月２６日の任期開

始日から３０日以内において、永高印刷から審査対象議員を通じて辞退

届は提出されなかった。 

また、平成３１年４月２６日、令和５年４月２６日の任期開始日から

３０日以内においても、永高印刷から審査対象議員を通じて辞退届は提

出されなかった。 

そして、審査対象議員が永高印刷に辞退届提出を促していないことは

同人自身も認めており、さらに今後も促す意思はないと主張している。  

   オ さらに、審査対象議員は、令和５年５月９日から毛呂山町の監査委員

という立場にありながら、永高印刷が町等の請負契約を受注している事

実を自ら明らかにして説明したことはない。 

カ そして、審査請求代表者小野浩議員によれば、ここ数年の間に町民３
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名からの指摘があった上で本件申立に至ったということであり、審査対

象議員の対応は、町民の疑惑を生じている。 

   キ よって、審査対象議員が永高印刷に対して、令和５年以前の本条例施

行時から引き続き一度も辞退届の提出を促していないことは、職務に関

して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為であり、本条例第４条第１

号に違反する。 

 ３ 結論 

よって、髙橋達夫議員が議員関係企業である永高印刷に対して辞退届の提

出を促さなかった等の消極的態度は、毛呂山町議会議員政治倫理条例第４条

第１号及び第５条の規定に反しており、不当であると考える。 

以 上 


